
 

 

 

 

 

令和７年第４回 
 
 

甘 楽 町 議 会 定 例 会 会 議 録 
 
 
 

第 １ 号 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
１２月５日（金曜日） 



－1－ 

    令和７年第４回甘楽町議会定例会会議録第１号     
 

令和７年１２月５日（金曜日） 

                                     

議事日程 第１号 

   令和７年１２月５日（金曜日）午後１時２０分開議 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第５７号 令和７年度甘楽町一般会計補正予算（第４号） 

日程第 ５ 議案第５８号 令和７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

日程第 ６ 議案第５９号 令和７年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ７ 議案第６０号 令和７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号 

             ） 

日程第 ８ 議案第６１号 令和７年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第 ９ 議案第６２号 令和７年度甘楽町下水道事業会計補正予算（第３号） 

日程第１０ 議案第６３号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

日程第１１ 議案第６４号 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事

務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議

について 

日程第１２ 議案第６５号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議

について 

日程第１３ 議案第６６号 甘楽町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

日程第１４ 議案第６７号 甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改正

する条例について 

日程第１５ 議案第６８号 甘楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

日程第１６ 議案第６９号 甘楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
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の一部を改正する条例について 

日程第１７ 議案第７０号 甘楽町旅費支給条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第７１号 甘楽町議会議員及び甘楽町長の選挙における選挙運動用自

動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

日程第１９ 議案第７２号 甘楽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第７３号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

日程第２１ 議案第７４号 甘楽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

                                     

本日の会議に付した事件 

議事日程に同じ 
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出席議員（１２人） 

       １番  中 條 道 明 君   ２番  萩 原 一 章 君 

３番  田 中   享 君   ４番  新 井 六 美 君 

       ５番  横 尾   稔 君   ６番  堀 口   博 君 

       ７番  白 石 豊 樹 君   ８番  吉 田 恭 介 君 

       ９番  山 田 光 男 君  １０番  金 田 倍 視 君   

      １１番  中 野 喜久勇 君  １２番  山 田 邦 彦 君 

        

欠席議員 なし    

 

                                       

説明のため出席した者 

  町     長  森 平 仁 志 君  教  育  長  近 藤 秀 夫 君 

  会 計 管 理 者 （ 会 計 課 長 ）  宇佐美 智 博 君  総 務 課 長  五十里 比登志 君 

  企 画 課 長  田 中 睦 宏 君  住 民 課 長  髙 橋 義 信 君 

健 康 課 長  小 間 布美代 君  福 祉 課 長  髙 橋   功 君

  産 業 課 長  秋 山 勝 重 君  建 設 課 長  小 澤 大 蔵 君

  水 道 課 長  富 田 和 幸 君  教 育 課 長  増 田 剛 久 君 

                                       

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  齋 藤 文 康    書     記  金 倉 遥 香 
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○開会・開議 

午後１時２０分開会・開議 

◇議長（金田倍視君） 議員の出席が定足数に達しておりますので、これより令和７年第

４回甘楽町議会定例会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。順次、議事を進め

ます。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○町長挨拶 

◇議長（金田倍視君） 町長から挨拶の申し出がありますので、これを許します。 

 町長。 

◇町長（森平仁志君） それでは、令和７年甘楽町議会第４回定例会の開会にあたりまし

て、議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶を申し上げさせていただきます。 

早いもので師走を迎え、日に日に朝夕冷え込み、夕暮れの速さと師走の慌ただしさを感

じる季節となりました。議員の皆様におかれましては、年末の極めてご多忙の中ご出席を

賜り、本定例会が開催できますことに心から厚く御礼を申し上げます。 

さて、例年秋は多くの行事がある季節でありますが、１０月に行われました消防団検閲

式、１１月３日には総合表彰式と町産業文化祭が行われ、産業文化祭では、大勢の皆さん

にご来場いただき、小さなお子さんからお年寄りの方まで、大勢の皆様に楽しんでいただ

けたのではないかと思っております。 

そして、１１月６日から日本ニカラグア外交９０周年事業使節団としてニカラグアへ訪

問させていただきました。ニカラグアでは甘楽中学校の生徒で空手で活躍をしております

林姉妹による空手の披露や、町民の皆様から寄附をしていただきました靴の寄贈、令和６

年度に町より寄贈した消防車の視察など両国の絆を深めてまいりました。 

また、健康祭やもみじウオーク、地域防災訓練では地域の多くの皆さんや関係機関の

方々、議員の皆様にもご出席いただきました。去る１２月１日には消防団の夜警出発式も

ございまして、議員の皆様にもご出席をいただきました。それぞれの事業・行事におきま

して、ご指導ご協力いただきましたことに対しまして深く感謝を申し上げさせていただき

ます。ありがとうございました。 

 さて、本議会でありますが、令和７年度の各会計補正予算並びに条例の改正など議案１

８件をご提案いたします。大要を申し上げますので、あらかじめご理解を賜りますようお
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願い申し上げます。 

議案第５７号から第６２号につきましては、令和７年度の一般会計、各特別会計、水道

事業会計、下水道事業会計の補正予算をお願いするもので、それぞれ行政需要の変動や状

況の変化に対応した所要のものであります。 

一般会計は主に、前年度事業の確定に伴う国庫支出金及び県支出金の返還金、４地区よ

り要望があった道路維持修繕事業やまちづくり定住応援金交付事業、また、人事院勧告に

伴います給与改定などによる補正であります。 

議案第６３号は、群馬県市町村総合事務組合の規約の変更について、議会の議決をお願

いするものであります。 

議案第６４号は、群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る

共同処理の取り止めに伴う財産処分について、議会の議決をお願いするものです。 

議案第６５号は、群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更について、議会の議決を

お願いするものです。 

議案第６６号から第６９号につきましては、人事院勧告に伴い、関係するそれぞれの給

与等を支給するための条例を一部改正するものです。 

議案第７０号から第７４号につきましては、上位法の改正による各条例の一部改正であ

ります。 

 以上、本定例会にご提案申し上げます議案についてその大要を申し上げました。詳細に

つきましては担当課長に説明いたさせますので、議員各位には十分ご審議いただき、原案

どおりご議決賜りますようお願い申し上げまして、開会にあたりましてのご挨拶とさせて

いただきます。 

ありがとうございました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１ 会議録署名議員の指名 

◇議長（金田倍視君） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

甘楽町議会会議規則第１２７条の規定により、議長から次の議員を指名いたします。 

第１番中條道明君、第２番萩原一章君の両名といたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２ 会期の決定 

◇議長（金田倍視君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 
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本件につきましては、先に議会運営委員会が開かれておりますので、議会運営委員長吉

田恭介君、登壇して報告を願います。 

◇議会運営委員長（吉田恭介君） 議会運営委員会報告。議長の指名がありましたので、

議会運営委員会の経過と結果について報告いたします。 

去る１１月２８日に議会運営委員会を開き、本定例会の会期、日程等について協議をし

た結果、会期については本日から１１日までの７日間とし、日程については議会速報で配

付したとおりであります。 

以上でありますが、この会期、日程等にご賛同を賜り、円滑な議会運営ができますよう

議員各位のご協力をお願い申し上げまして、報告といたします。 

◇議長（金田倍視君） お諮りいたします。 

議会運営委員長の報告のとおり、本定例会の会期を本日から１１日までの７日間とする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日から１１日までの７日間と決定いたしました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第３ 諸般の報告 

◇議長（金田倍視君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 去る１１月１２日、東京のＮＨＫホールで、全国町村議会議長会主催の第６９回町村議

会議長全国大会が開催されました。 

 内容につきましては、別紙のとおり「宣言」を行ったあと「東日本大震災及び令和６年

能登半島地震等から復旧・復興、原子力発電所事故への対応及び防災・減災対策の確立を

求める特別決議」「地方創生を切れ目なく強力に推進するよう求める特別決議」「町村の

安定的な財政運営に必要な地方交付税等の一般財源総額の増額確保・充実等を求める特別

決議」の３件の特別決議、並びに議会への多様な人材参画及び議会の機能強化、大規模災

害からの復旧・復興、原子力発電所事故への対応、防災・減災対策の強化、地方創生の更

なる推進、参議院選挙における合区の解消、分権型社会の実現と道州制導入反対、町村財

政強化、ほか決議が２８件、その他各地区の要望９件が上程され、すべてが承認されまし

た。 

なお、宣言及び決議につきましては、お手元に配布したとおりであります。 
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 以上で報告を終わります。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第４ 議案第５７号 令和７年度甘楽町一般会計補正予算（第４号） 

◇議長（金田倍視君） 日程第４、議案第５７号 令和７年度甘楽町一般会計補正予算（第

４号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

企画課長。 

◇企画課長（田中睦宏君） 補正議案書の１ページをお願いいたします。 

議案第５７号 令和７年度甘楽町一般会計補正予算（第４号）。令和７年度甘楽町一般会

計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。歳入歳出予算の補正。第１条、歳入

歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６，３６０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ６３億７，６８２万円とする。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分

及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算

補正」による。地方債の補正。第２条、地方債の補正は、「第２表 地方債補正」による。

令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願い

いたします。１５款国庫支出金、減額の２，９８１万１，０００円。１６款県支出金、減

額の１５９万円。１９款繰入金１０９万円。２０款繰越金１億２，２１１万１，０００円。

２２款町債、減額の２，８２０万円。歳入合計。補正前の額６３億１，３２２万円。補正

額６，３６０万円。計６３億７，６８２万円。 

 ４ページをお願いいたします。歳出。１款議会費６６万２，０００円。２款総務費４，

８４３万９，０００円。３款民生費４１２万９，０００円。４款衛生費３１５万７，００

０円。６款農林水産業費３１０万５，０００円。７款商工費５３２万５，０００円。８款

土木費、減額の２，１４７万５，０００円。９款消防費７９３万７，０００円。１０款教

育費１，２３２万１，０００円。 

次のページをお願いいたします。歳出合計。補正前の額６３億１，３２２万円。補正額

６，３６０万円。計６３億７，６８２万円。 

 次のページをお願いいたします。「第２表 地方債補正」。追加。起債の目的、緊急防

災・減災事業債 全国瞬時警報システム受信機更新事業。限度額、５８０万円。起債の方

法、証書借入又は証券発行。利率、年３％以内。ただし利率見直し方式で借り入れる政府
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資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該

見直し後の利率。償還の方法、政府資金その他借入先の融資条件によるものとする。ただ

し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に仮

換えることができる。変更。公共事業等債 道路整備事業。補正前限度額６，３８０万円。

補正後限度額４，５２０万円。公共事業等債 都市計画事業。補正前限度額３，９００万

円。補正後限度額２，２９０万円。緊急防災・減災事業債。群馬県防災情報通信システム

更新事業。補正前限度額１，６３０万円。補正後限度額１，７００万円。なお、記載の方

法、利率、償還の方法については変更ございません。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（金田倍視君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第５ 議案第５８号 令和７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

◇議長（金田倍視君） 日程第５、議案第５８号 令和７年度甘楽町国民健康保険事業特

別会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（小間布美代君） 補正議案書の５０ページをお願いいたします。 

 議案第５８号 令和７年度甘楽町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）。令和
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７年度甘楽町国民健康事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳

入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，４５０万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４億８，６９３万円とする。第２項、歳

入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁

志。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願い

いたします。歳入。４款県支出金２，１８７万５，０００円。７款繰入金、減額１２７万

２，０００円。８款繰越金９８万円。９款諸収入２９１万７，０００円。歳入合計。補正

前の額１４億６，２４３万円。補正額２，４５０万円。計１４億８，６９３万円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。１款総務費２７万９，０００円。２款保険給付

費２，１３３万５，０００円。３款国民健康保険事業納付金ゼロ円。５款保険事業費ゼロ

円。８款諸支出金２８８万６，０００円。歳出合計。補正前の額１４億６，２４３万円。

補正額２，４５０万円。計１４億８，６９３万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（金田倍視君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第６ 議案第５９号 令和７年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

◇議長（金田倍視君） 日程第６、議案第５９  令和７年度甘楽町介護保険事業特別会
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計補正予算（第２号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（髙橋 功君） 補正予算議案書の６５ページをお願いいたします。 

 議案第５９号 令和７年度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）。令和７年 

度甘楽町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳入歳 

出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ２３０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億７，２２２万円とする。第２項、歳入歳出

予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。 

 次ページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願いい

たします。歳入。２款国庫支出金７７万３，０００円。３款支払基金交付金１０万８，０

００円。４款県支出金２２万７，０００円。７款繰入金８２万４，０００円。９款繰越金

３６万８，０００円。歳入合計。補正前の額１２億６，９９２万円。補正額２３０万円。

計１２億７，２２２万円。 

次ページをお願いいたします。歳出。１款総務費９１万７，０００円。３款地域支援事

業費１３１万８，０００円。６款諸支出金６万５，０００円。歳出合計。補正前の額１２

億６，９９２万円。補正額２３０万円。計１２億７，２２２万円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（金田倍視君） 挙手全員。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第７ 議案第６０号 令和７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） 

◇議長（金田倍視君） 日程第７、議案第６０号 令和７年度甘楽町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

健康課長。 

◇健康課長（小間布美代君） 補正予算書の８０ページをお願いいたします。 

 議案第６０号 令和７年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。令和７

年度甘楽町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。歳

入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１万６，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億１，４５８万９，０００円とす

る。第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。令和７年１２月５日提出。

甘楽町長森平仁志。 

 次のページをお願いいたします。「第１表 歳入歳出予算補正」。款と補正額でお願い

いたします。歳入。３款諸収入１１万６，０００円。歳入合計。補正前の額２億１，４４

７万３，０００円。補正額１１万６，０００円。計２億１，４５８万９，０００円。 

 次のページをお願いいたします。歳出。３款諸支出金１１万６，０００円。歳出合計。

補正前の額２億１，４４７万３，０００円。補正額１１万６，０００円。計２億１，４５

８万９，０００円。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 討論がなければ討論を終結いたします。 
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続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（金田倍視君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第８ 議案第６１号 令和７年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号）  

◇議長（金田倍視君） 日程第８、議案第６１号 令和７年度甘楽町水道事業会計補正予

算（第２号） を議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 補正予算議案書の９１ページをお願いいたします。 

 議案第６１号 令和７年度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号）。第１条、令和７年

度甘楽町水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。収益的収入及び

支出。第２条、令和７年度甘楽町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定

めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

支出。款と補正予定額でお願いいたします。第１款上水道事業費用、減額２０万７，０

００円。第２款簡易水道事業費用２５万８，０００円。支出合計。既決予定額２億５，７

３９万９，０００円。補正予定額５万１，０００円。計２億５，７４３万円。 

資本的収入及び支出。第３条、予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額

に対し不足する額」１億４，５６０万６，０００円を１億４，４９８万８，０００円に改

め、「当年度分損益勘定留保資金」５，５１４万６，０００円を５，４５２万８，０００

円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収入。第１款資本的収入。既決予定額６，６５０万円。補正予定額１０７万８，０００

円。計６，７５７万８，０００円。支出。第１款資本的支出。既決予定額２億１,２１０万

６，０００円。補正予定額４６万円。計２億１，２５６万６，０００円。議会の議決を経

なければ流用することのできない経費の補正。第４条、予算第８条に定めた経費の金額を

次のとおり改める。第１号、職員給与費。既決予定額６，３３４万５，０００円。補正予

定額１９１万１，０００円。計６，５２５万６，０００円。令和７年１２月５日提出。甘

楽町長森平仁志。 
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以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（金田倍視君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第９ 議案第６２号 令和７年度甘楽町下水道事業会計補正予算（第３号） 

◇議長（金田倍視君） 日程第９、議案第６２号 令和７年度甘楽町下水道事業会計補正

予算（第３号）を議題といたします。 
提案者の説明を求めます。 

水道課長。 

◇水道課長（富田和幸君） 補正予算議案書の１００ページをお願いいたします。 

議案第６２号 令和７年度甘楽町下水道事業会計補正予算（第３号）。第１条、令和７年

度甘楽町下水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。収益的収入及

び支出。第２条、令和７年度甘楽町下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収入。款と補正予定額でお願いいたします。第１款下水道事業収益１億９，６７９万３，

０００円。収入合計。既決予定額４億４，８５３万２，０００円。補正予定額１億９，６

７９万３，０００円。計６億４，５３２万５，０００円。 

支出。第１款下水道事業費用２２万５，０００円。支出合計。既決予定額４億４，８１

３万２，０００円。補正予定額２２万５，０００円。計４億４，８３５万７，０００円。 

資本的収入及び支出。第３条予算第４条本文括弧書中を次のとおり改め、資本的収入及
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び支出の予定額を次のとおり補正する。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額

２億２，１２４万６，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額５８

２万５，０００円、当年度分損益勘定留保資金１，８３１万６，０００円、減債積立金４

２０万円、利益積立金２２３万６，０００円、建設改良積立金７５０万円、当年度利益剰

余金処分額１億８，３１６万９，０００円で補填するものとする。 

収入。第１款資本的収入。既決予定額２億５，３６０万９，０００円。補正予定額減額

１億９，６７９万３，０００円。計５，６８１万６，０００円。 

支出。第１款資本的支出。既決予定額２億７，７８３万３，０００円。補正予定額２２

万９，０００円。計２億７，８０６万２，０００円。 

次のページをお願いいたします。議会の議決を経なければ流用することのできない経費

の補正。第４条、予算第８条に定めた経費の金額を次のとおり改める。第１号、職員給与

費。既決予定額１，５０６万９，０００円。補正予定額４５万４，０００円。計１，５５

２万３，０００円。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

ご質疑を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 質疑がなければ質疑を終結いたします。 

続いて、討論に入ります。討論を願います。 

〔「なし」の声あり〕 

◇議長（金田倍視君） 討論がなければ討論を終結いたします。 

続いて、採決に入ります。 

お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。 

〔賛成者挙手〕 

◇議長（金田倍視君） 挙手全員。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１０ 議案第６３号 群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議につい

て 

◇議長（金田倍視君） 日程第１０、議案第６３号 群馬県市町村総合事務組合の規約変
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更に関する協議についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書の１ページをお願いいたします。議案第６３号 群

馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について。群馬県市町村総合事務組合規

約（平成２年群馬県指令地第１８号）の変更について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２８６条第１項本文の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織

団体間において協議の上定めることについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決

を求める。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。（１）群馬県市町村

総合事務組合の組織団体である太田市外三町広域清掃組合（太田市、千代田町、大泉町及

び邑楽町で組織）の名称が、令和８年４月１日から太田市外三町清掃斎場組合に変更され

るため。（２）災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８年法律第８２号）の規定に基

づ 

く災害弔慰金の支給等に関する事務（共同処理団体：沼田市、渋川市及びみどり市並びに

県内２３町村）の群馬県市町村総合事務組合における共同処理を令和８年３月３１日を

もって取りやめるため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１１ 議案第６４号 群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する

事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協

議について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１１、議案第６４号 群馬県市町村総合事務組合の災害弔

慰金の支給等に関する事務に係る共同処理の取り止めに伴う財産処分に関する協議につい

てを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書６ページをお願いいたします。議案第６４号 群

馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同処理の取り止めに

伴う財産処分に関する協議について。地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条

の規定により、群馬県市町村総合事務組合の災害弔慰金の支給等に関する事務に係る共同
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処理の取り止めに伴う財産処分を群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上

定めることについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。令和７年１２

月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和４８

年法律第８２号）の規定に基づく災害弔慰金の支給等に関する事務（共同処理団体：沼田

市、渋川市及びみどり市並びに県内２３町村）の共同処理の取り止めに伴う財産処分を別

紙のとおりとするため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１２ 議案第６５号 群馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議 

について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１２、議案第６５号 群馬県市町村公平委員会共同設置規

約の変更に関する協議についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書の８ページをお願いいたします。議案第６５号 群

馬県市町村公平委員会共同設置規約の変更に関する協議について。群馬県市町村公平委員

会設置規約の変更について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項本

文の規定により、別紙のとおり群馬県市町村総合事務組合組織団体間において協議の上定

めることについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を求める。令和７年１２月

５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。（１）令和８年４月１日から、群馬県市町村公

平委員会を共同設置する団体である太田市外三町広域清掃組合（太田市、千代田町、大泉

町及び邑楽町で組織）の名称が太田市外三町清掃斎場組合に変更されるため。（２）令和

８年４月１日から、群馬県市町村公平委員会を共同設置する団体にみどり市が加入するた

め。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１３ 議案第６６号 甘楽町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正す

る条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１３、議案第６６号 甘楽町議会議員の議員報酬等に関す

る条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 
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提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書１１ページをお願いいたします。議案第６６号 甘

楽町議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別

紙のとおり提出する。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。令和７年

度の人事院勧告に準じた町議会議員の期末手当の改定を行うため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１４ 議案第６７号 甘楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改

正する条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１４、議案第６７号 甘楽町長、副町長及び教育長の諸給

与支給条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書１７ページをお願いいたします。議案第６７号 甘

楽町長、副町長及び教育長の諸給与支給条例の一部を改正する条例について。上記の議案

を別紙のとおり提出する。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。令和

７年度の人事院勧告に準じた町特別職の期末手当の改定を行うため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１５ 議案第６８号 甘楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

◇議長（金田倍視君） 日程第１５、議案第６８号 甘楽町職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書２３ページをお願いいたします。議案第６８号 甘

楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり

提出する。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。令和７年度の人事院

勧告に準じた町職員の給与改定を行うため。 
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 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１６ 議案第６９号 甘楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１６、議案第６９号 甘楽町会計年度任用職員の給与及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書４１ページをお願いいたします。議案第６９号 甘

楽町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について。

上記の議案を別紙のとおり提出する。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案

理由。令和７年度の人事院勧告に準じた町会計年度任用職員の給与改定を行うため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１７ 議案第７０号 甘楽町旅費支給条例の一部を改正する条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１７、議案第７０号 甘楽町旅費支給条例の一部を改正す

る条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書４９ページをお願いいたします。議案第７０号 甘

楽町旅費支給条例の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。

令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。国家公務員等の旅費に関する法

律の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１８ 議案第７１号 甘楽町議会議員及び甘楽町長の選挙における選挙運動用自

動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例に

ついて 

◇議長（金田倍視君） 日程第１８、議案第７１号 甘楽町議会議員及び甘楽町長の選挙

における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてを
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議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

総務課長。 

◇総務課長（五十里比登志君） 議案書５６ページをお願いいたします。議案第７１号 甘

楽町議会議員及び甘楽町長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例

の一部を改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和７年１２月５

日提出。甘楽町長森平仁志。提案理由。公職選挙法施行令の改正に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第１９ 議案第７２号 甘楽町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第１９、議案第７２号 甘楽町家庭的保育事業等の設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（髙橋功君） 議案書６１ページをお願いいたします。議案第７２号 甘楽町

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につい

て。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森平仁志。

提案理由。児童福祉法等の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２０ 議案第７３号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第２０、議案第７３号 甘楽町特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題と

いたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（髙橋功君） 議案書の６５ページをお願いいたします。議案第７３号 甘楽

町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を
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改正する条例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和７年１２月５日提出。

甘楽町長森平仁志。提案理由。児童福祉法等の一部改正に伴う改正のため。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○日程第２１ 議案第７４号 甘楽町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について 

◇議長（金田倍視君） 日程第２１、議案第７４号 甘楽町放課後児童健全育成事業の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

提案者の説明を求めます。 

福祉課長。 

◇福祉課長（髙橋功君） 議案書の６９ページをお願いいたします。議案第７４号 甘楽

町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について。上記の議案を別紙のとおり提出する。令和７年１２月５日提出。甘楽町長森

平仁志。提案理由。児童福祉法等の一部改正に伴う改正のため。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――◇――――――――――――――――― 

○散  会 

◇議長（金田倍視君） 提案者の説明が終わりました。本日はこれにて散会といたします。 

午後２時１０分散会 

 

 


